
水戸市消費者教育推進計画(第３次)

水　戸　市

資料３－１
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１　目指す姿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  

 

 

 

 

安全で安心な消費生活を送るためには、消費者自身が正しい知識や判断力を持ち、 

 

自主的かつ合理的に行動し、被害を避け、被害に遭った場合には適切に対処する「消

費者力」を身に着ける必要があります。また、消費者が権利※６を実現できるよう、そ

の責任を果たすための支援に取り組むとともに、消費者一人一人の行動が、地域経済、

地球環境等の大きな課題に発展することを意識することも重要です。そのため、多様

な主体との協働による消費者教育を推進し、自ら学び、考え、行動する自立した消費

者を育むとともに、市民、消費者団体の自主的な活動支援や地域での見守りなどによ

り、『消費者市民社会の形成に参画する　自ら学び・考え・行動する自立した消費者

の育成』を目指すこととします。 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

  

 
第３章　計画の基本的な考え方

消費者市民社会の形成に参画する 

自ら学び・考え・行動する自立した消費者の育成 

・商品のラベル、説明

書をよく読んで使

用する。 

・周りの人が誤った使

い方をしていれば、

注意する。

 
「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活

に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼ

し得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」

のこと。（消費者教育推進法第２条第２項）

消費者市民社会とは

消費者市民社会において、私たちが実践する具体例

・安全性に疑問があ

る場合には、事業

者に質問する。 

・環境や社会に配慮

された商品やサー

ビスを選択する。 

・消費者のための制

度（クーリング・

オフ等）について

理解する。 

・高齢者の見守り活

動に参加する。

・商品情報、市町村

や消費生活セン

ター等の発信す

る消費者情報、被

害情報を収集す

るよう努める。

※６　消費者の権利 
消費者基本法第２条に位置付けられた、消費者の安全確保などの権利
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２　基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

市民の消費生活の安定と向上のためには、消費者教育の果たすべき役割は大きく、

効果的な実践方法が求められています。本市では、国の基本方針、本市の消費者を取

り巻く現状等を踏まえ、消費者教育の推進のための基本方針を次のとおり定めます。 

 

 

 

 基本方針１　消費者教育の推進と自立支援

 成年年齢の引下げ、デジタル化の進展、災害の発生時等の社会情勢の変化にも対

応でき、自ら学び、考え、行動する自立した消費者の育成を図るため、幼児期から

高齢期までのライフステージや、学校、家庭、地域等の様々な場の特性に応じた体

系的な消費者教育を推進するとともに、消費者の自立を支援します。 

また、ＳＤＧｓの達成に貢献するため、消費者が身近にできる持続可能な取組で

あるエシカル消費等について、その趣旨や概念の普及・啓発活動を推進し、消費者

市民社会の一員としての行動を促進していきます。

 基本方針２　消費者教育を推進する担い手の育成と活躍の場の創出

 市消費生活センターを中心に、学校や地域、職域等の多様な主体との連携を図り

ながら、消費生活に関する正しい知識を持ち、消費者団体等において中心的役割を

果たす、消費者教育を推進する担い手の育成を図ります。また、培った様々な知識

や知恵を共有し、地域における消費者トラブルを未然に防止するほか、トラブル発

生時に各種団体と連携しコーディネートできるようにするため、消費者教育を推進

する担い手の活躍の場を創出していきます。

 基本方針３　消費生活センターの機能強化

 市消費生活センターの認知度を高め、消費者教育推進の拠点として周知するほ

か、相談窓口の拡充や相談員の専門知識の向上により、相談体制の充実を図ります。

また、消費者行政に関する他の機関等の知見や人材を活用するなど、相互に協力し

あい結びつく体制を整備するため、多様な機関・団体との連携を強化します。さら

に、平時だけでなく、災害の発生、感染症拡大時など、機会を捉えて消費者問題に

関する情報提供を効果的に行い、消費者トラブルの防止に努めます。
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３　施策の体系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

 

 

目指す姿

消費者市民社会の形成に参画する　　　

自ら学び・考え・行動する自立した消費者

の育成

 
基本方針 基本施策

 

１　消費者教育の推進と 

自立支援

１－１　学校教育等における消費者教育の推進 

１－２　地域社会における消費者教育の推進 

１－３　高齢者や障害者等への消費者教育の推進 

１－４　家庭内における消費者教育の推進 

１－５　職域における消費者教育の推進 

１－６　持続可能な消費に関する啓発・取組

 

２　消費者教育を推進する 

担い手の育成と活躍の 

場の創出

２－１　教職員の消費者教育に関する知識と理解の 

向上 

２－２　地域における担い手の発掘・育成 

２－３　消費者サポーターの活躍の場の創出

 

３　消費生活センターの 

　　機能強化

３－１　消費生活センターの周知及び相談体制の充 

　　　　実 

３－２　多様な機関及び団体との連携強化 

３－３　消費者問題に関する情報提供
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基本方針１　消費者教育の推進と自立支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

♦基本施策１－１　学校教育等における消費者教育の推進 

　小学校、中学校、高等学校における学校教育では、新たな学習指導要領において消

費者教育に関する内容が充実されたことを踏まえ、引き続き学校と連携した消費者教

育の推進を図ります。特に、成年年齢引下げやインターネット取引等デジタル技術を

利用した消費行動の拡大を踏まえ、デジタルサービスの仕組みやリスクの理解促進に

向けた若年者に対する消費者教育をより一層推進します。また、消費行動を通じた持

続可能な社会を形成するための施策を実施します。 

 

 
第４章　施策の展開

 取組の方向性 具体的な取組

 【小学生、中学生への消費者教育】 

 

小学生、中学生は、社会とつながる機会が増

え、物やお金の大切さに気づき、消費者として

の素地が形成される大切な時期です。身近な経

験を通して、物や食べ物の大切さを学ぶことや

購入するものの必要性を考えることなど、生活

と社会・環境との関わりに気づくための事業を

実施します。また、消費生活に関する家庭での

ルール作りを推奨し、保護者と児童・生徒が一

 

 

・若者が遭いやすい消費者トラブ

ルやその対処法などについての

出前講座の実施 

・ＳＤＧｓと日常の消費生活との

関連に関する出前講座の実施 

・校外学習の受入れを実施し、消

費生活センターの役割等につい

て学ぶ機会の提供

 
指標

現況 

2022（令和４）年度

目標 

2028（令和 10 年度）

 
消費生活に関する講座

等の参加者数（年間）
3,425 人 6,000 人

 
消費者志向経営表彰事

業者数（累計）
― 10 事業者
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 取組の方向性 具体的な取組

 緒に考える機会の創出を促します。さらに、オ

ンラインゲーム、ＳＮＳ等の利用に起因するト

ラブルの未然防止を図るため、情報通信機器の

適切な使い方やモラルについての教育に取り

組みます。

・保護者向けに（こどもの消費者

トラブルに関する内容の）情報

提供の実施【新】 

・学校長会との連携 

 【高校生への消費者教育】 

 

高校生は、生涯を見通した知識の習得、生活

の管理や計画の重要性のほか、消費者として主

体的な判断力のもと、トラブルに遭わないだけ

でなく、自らが加害者にならないための知識を

身に着ける時期です。また、持続可能な社会の

形成に向けた社会的責任を理解した主体的な

行動が求められます。小中学生から引き続き、 

ＳＮＳ等の利用に起因するトラブルの未然防

止を図るため、情報通信機器の適切な使い方や

モラルについての教育に取り組みます。

 

 

・若者が遭いやすい消費者トラブ

ルやその対処法などについての

出前講座の実施 

・ＳＤＧｓと日常の消費生活との

関連に関する出前講座の実施 

・校外学習の受入れを実施し、消

費生活センターの役割等につい

て学ぶ機会の提供 

・ＳＮＳやフリマアプリ等の使い 

　方に関する啓発の実施【新】

 【大学生、専門学生への消費者教育】 

 

大学生、専門学生は、進学により親元を離れ

たり、アルバイトで収入を得るなど、これまで

の生活環境との変化が大きくなる一方で、経験

が浅いため、悪質商法等の様々な消費者トラブ

ルに遭いやすい時期です。このため、消費者ト

ラブルの被害者・加害者にならないよう、大学

等と連携し、出前講座等により啓発に取り組み

ます。また、大学生等はこれまで学校教育等に

おいて、消費者教育を受ける立場でしたが、自

らが啓発する立場になることにより、消費者教

育に関する学びを更に深め、消費者教育の次世

代の担い手の育成を図るための機会の提供に

取り組みます。

 

 

・入学時ガイダンスの機会に、若

者が遭いやすい消費者トラブル

やその対処法などについて啓発

の実施 

・学生が消費生活に関する啓発活

動（学生による出前講座等）を

する場の提供【新】
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 取組の方向性 具体的な取組

 【成年年齢の引下げに対応した消費者教育】 

 

成年年齢の引下げに伴い、多くの若者が高校

３年生で成人を迎えることになります。18 歳に

なると、一人で契約を締結できるようになる一

方で、未成年者取消権の行使ができなくなるこ

とから、成年年齢が近づく中高生を対象とし

て、トラブルの未然防止を図るために、消費者

契約をはじめとする消費生活に関するトラブ

ル事例の周知等について重点的に事業を実施

します。また、トラブルに遭った際の対処法に

ついての教育にも取り組みます。

 
 
・中学生及び高校生を対象とした

啓発、出前講座の実施 

・保護者と生徒がともに参加する  

講座やイベントの開催【新】

 【幼児及び保護者への消費者教育】 

 

幼児は、様々な気づきの体験を通じて、家族

や身の回りの物事に関心を持ち始める時期で

す。幼児は、身近な大人から影響を大きく受け

るため、保護者への働きかけを積極的に行うこ

ととし、楽しみながら学べる親子参加型の事業

を実施します。

 

 

・親子で参加できる事業の実施 

・幼児健診等の子育て中の保護者

が集まる場を活用した情報提供

の実施【新】

 【デジタル化の進展に対応したこどもたちへ

の消費者教育】 

 

デジタル化の急激な進展により、インターネ

ット通販やキャッシュレス決済等が活発にな

る一方で、デジタル化によるリスクに対応でき

ていない消費者や判断能力が未熟な若者など

をターゲットとした悪質商法等の手口は、日々

巧妙化しています。こうした、消費者トラブル

を防止するために、学校等における消費者教育

の中で、重点的に事業に取り組みます。

 

 

 

・デジタル化による消費者トラブ

ルやその対処法などについての

出前講座の実施【新】 

・デジタル化による消費者トラブ

ル事例の情報提供の実施【新】 

・教材のデジタル化【新】
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♦基本施策１－２　地域社会における消費者教育の推進 

　地域コミュニティ活動の参加者同士が消費者問題に関する知識を持ち寄り、互いに

注意喚起し合うことは、地域における啓発や意識の向上につながります。 

　地域には市民が主体となって活動している様々な団体がありますが、その中でも消

費者団体は、消費者に密接に関わり、消費生活における様々な課題、問題に対して自

主的な取組を行っています。消費者問題は、日々の生活に直結する課題であることか

ら、こうした地域で活動する各種団体との連携を図り、消費者教育の意義の周知と学

びの充実に向けた施策を推進します。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【地域における消費者教育の機会の充実】 

 

地域の人々にとって身近な学習・交流の場で

ある市民センター等や小学生の放課後、長期休

暇中における生活の場である放課後学級等に

おいて、消費者教育の機会の充実に取り組みま

す。

 

 

・詐欺、高齢者の被害の実例や対

処方法、ＳＤＧｓ等出前講座の

実施 

・「放課後学級」や「学童クラブ」 

等における啓発の実施

 【地域コミュニティとの連携】 

 

様々な地域コミュニティ活動の拠点である

市民センターには、多くの市民が集まることか

ら、市民センターを中心に地域コミュニティと

の連携による啓発に取り組みます。

 

 

・市民センターに啓発チラシの設

置 

・町内会、自治会の回覧板等の独

自ネットワークを活用した啓発

の実施

 【町内会長等に対する研修の実施】 

 

地域のリーダーとして活躍している地区会

長及び町内会長等へ研修を行うことにより、地

域における啓発や消費者意識の向上に取り組

みます。 

 

 

 

 

・詐欺、高齢者の被害の実例や対

処方法、ＳＤＧｓ等についての

出前講座の実施 

・デジタル化等による消費者トラ

ブル事例の情報提供の実施【新】
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 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者団体、消費者サポーターによる啓発の

実施】 

 

地域に根ざした活動を行っている消費者団

体や、消費者市民社会の推進に意欲のある消費

者サポーターが、地域における啓発や見守り活

動に積極的に取り組めるような環境づくりを

進めます。 

 

 

 

・学習会、講座等の開催の支援 

・街頭キャンペーンの実施 

 【消費者月間※７事業の実施】 

 

消費者・事業者・行政が一体となって消費者

問題に関する啓発・教育等に集中的に取り組む

ための事業を実施します。 

 

 

・毎年５月に消費者月間市民のつ

どいの開催

※７　消費者月間 
　　　1987（昭和 62）年の消費者保護会議において、消費者保護基本法（「消費者基本法」の前身）制定 20 周年を記念

して、毎年５月を「消費者月間」と定めた。以降、消費者月間では、消費者・事業者・行政が一体となって消費

者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行っている。 
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♦基本施策１－３　高齢者や障害者等への消費者教育の推進 

　高齢者や障害者等の被害防止のためには、高齢者等が消費者教育を意識的に受ける

とともに、高齢者等を見守る周囲の方々への消費者教育の推進が重要です。高齢者等

は、トラブルに遭ったことに気づかない場合だけでなく、トラブルに遭ったと自覚が

あっても、「恥ずかしい」、「家族に迷惑をかけたくない」、「騙された自分が悪い」と

思い、誰にも相談しないこともあります。そのため、高齢者等の消費者被害未然防止

や早期発見には、地域の支えあいの仕組みの中で消費者教育を図る必要があります。

また、インターネット取引等デジタル技術を利用した消費行動の拡大を踏まえ、デジ

タルサービスの仕組みやリスクの理解促進に向けた消費者教育を、高齢者等に対して

より一層推進します。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者安全確保地域協議会（見守りネットワ

ーク）との連携】 

 

「水戸市安心・安全見守り隊」による見守り

活動を引き続き実施するとともに、消費者安全

確保地域協議会の組織活動の充実により、高齢

者等に対する支援体制の強化、被害の未然防止

に努めます。 

 

※水戸市安心・安全見守り隊は、消費者安全確保地域

協議会を兼ねている（水戸市安心・安全見守り隊事業

実施要項　第４条第４項）。

 

 

 

・消費者トラブル事例の情報提供

の実施【新】 

・消費者トラブルをテーマにした

研修の実施【新】

 【民生委員との連携】 

 

地域の見守り役である民生委員との連携に

より、消費者トラブルにつながるおそれのある

高齢者等の傾向を理解し、普段と様子が違うな

どのサインに気づいた場合には、市消費生活セ

ンターにつなぎ、高齢者等の被害の早期発見や

泣き寝入りの防止に努めます。 

 

 

・詐欺、高齢者等の被害の実例や

対処方法、ＳＤＧｓ等について

の研修の実施【新】 

・消費者トラブル事例の情報提供

の実施
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 取組の方向性 具体的な取組

 【高齢者支援センター及び高齢者・障害者施設

等との連携】 

 

消費者トラブルにつながるおそれのある高

齢者等の傾向を理解し、普段と様子が違う等の

サインに気づいた場合には、市消費生活センタ

ーにつなぎ、高齢者等の被害の早期発見や泣き

寝入りの防止に努めます。 

 

 

 

・消費者トラブル事例の情報提供

の実施 

・高齢者等が遭いやすい消費者ト

ラブルやその対処法などについ

て啓発の実施 

 【高齢者クラブとの連携】 

 

高齢者はトラブルに遭っても被害に遭った

ことに気づかないことや気づいたとしても積

極的な対処をしない傾向が見られます。また、

高齢者は、消費者市民社会の実現やＳＤＧｓの

達成には欠かせない存在であることから、高齢

者クラブとの連携により、高齢者の被害の防止

及びＳＤＧｓ等に関する啓発に努めます。 

 

 

・詐欺、高齢者等の被害の実例や

対処方法、ＳＤＧｓ等について

の出前講座の実施 

 【デジタル化の進展に対応した高齢者や障害

者への消費者教育】 

 

デジタル化の急激な進展により、インターネ

ット通販やキャッシュレス決済等が活発にな

る一方で、デジタル化によるリスクに対応でき

ていない消費者などをターゲットとした悪質

商法等の手口は、日々巧妙化しています。こう

した、消費者トラブルを防止するために、高齢

者や障害者への消費者教育の中で、重点的に事

業に取り組みます。 

 

 

 

・デジタル化による消費者トラブ

ルやその対処法などについての

出前講座の実施【新】 

・デジタル化による消費者トラブ

ル事例の情報提供の実施【新】 
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♦基本施策１－４　家庭内における消費者教育の推進 

　消費者被害を未然に防ぐためには、暮らしの基本である「家庭」において、正しい

知識や情報を共有することが重要です。特に、成年年齢引下げ、インターネット取引

等デジタル技術を利用した消費行動の拡大を踏まえ、こどもにとって最も身近な大人

が、家庭において金銭や物の大切さを気づかせたり、スマートフォン、インターネッ

トの使い方について一緒に考え、学んでいくことが大切です。また、家庭には介護や

見守りが必要とする家族がいる場合もあることから、家族間において、消費者被害に

関する情報を伝え合い、認識を高めるとともに、異変があった場合に、すぐに気づく

ことができるよう、家庭内における消費者教育の促進に取り組みます。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【子育て支援センター等との連携】 

 

子育て支援センター等との連携により、こど

もの生活習慣、生活能力、思いやりや善悪の判

断、社会的なマナー、ＳＤＧｓ等、消費生活に

関する基礎的な資質や能力の育成に取り組み

ます。 

 

 

・「わんぱーく・みと」及び「はみ

んぐぱーく・みと」における啓

発の実施 

 【こども教室との連携】 

 

各市民センターが主催するこども教室との

連携により、こどもと保護者が消費生活につい

て、一緒に考え、学ぶ機会の提供に取り組みま

す。

 

 

・長期（夏期、冬期）休暇を利用

して市民センター等で行われて

いる子ども教室において、親子

参加型の消費生活に関する講座

の実施

 【見守りが必要となる家族がいる家庭への啓発】 

 

家庭内において、見守りが必要となる家族の

様子が普段と違うなどのサインに気づいた場

合には、市消費生活センターにつなぎ、被害の

早期発見や泣き寝入りの防止に努めます。

 

 

・こどもや高齢者等が遭いやすい

消費者トラブルやその対処法な

どについて、ＳＮＳ等を使用し

た啓発の実施【新】 
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♦基本施策１－５　職域における消費者教育の推進 

　消費者が保護され、事業者がリスクを軽減する考え方を前提に、消費者が事業者と

協働し、事業者は社会価値を創出し、最終的な目的である「持続可能な社会への貢献」

を目指す取組へとつなげるために、職域における消費者教育の推進に取り組みます。

また、事業者が消費者教育への理解を深め、従業員に対する研修の実施や講習会の受

講を促進することは、職域全体における消費者教育に関する認識の向上につながるた

め、積極的に支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者志向経営自主宣言制度の推進】 

 

消費者志向経営の推進のため、国に消費者志

向経営自主宣言を行った企業に対して、水戸市

が独自に表彰する制度の創設に取り組みます。

 

 

・消費者志向経営の周知【新】 

・消費者志向経営表彰制度の創設

及び表彰の実施【新】 

 【実践事例の紹介】 

 

事業者が消費者教育や消費者志向経営につ

いて理解し、取り組みやすい環境づくりに努め

ます。 

 

 

・消費者教育、消費者志向経営の

事例の提供【新】 

・従業員に対する出前講座の実施

【新】

 【消費者と事業者の交流】 

 

事業者と消費者が共に消費者志向経営につ

いて学ぶとともに、事業者は消費者の声から企

業経営の参考とし、消費者は事業者についてよ

り深く知る機会の提供に取り組みます。 

 

 

・消費者志向経営講演会、シンポ

ジウム等の開催 

・消費者へ消費者志向経営に関す

るアンケートの実施
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♦基本施策１－６　持続可能な消費に関する啓発・取組 

　世界では地球温暖化や環境汚染、資源、エネルギーの不足に加え、途上国の貧困や

児童労働など、様々な社会的課題が発生しており、「持続可能性（サステナビリティ）」

をキーワードとした問題解決が求められています。そのためには、消費者が世界共通

の目標であるＳＤＧｓについて理解し、主体的・能動的に行動に移していくことが大

切です。持続可能な社会の構築に向けた消費者教育の充実に取り組むとともに、自ら

の消費活動が地域経済や地球環境等に及ぼす影響について、市民の一層の意識醸成を

図るため、その趣旨や概念の普及、関連する取組に関する啓発活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【消費生活から観たＳＤＧｓの周知、啓発】 

 

世界共通の目標であるＳＤＧｓと日常の消

費生活との関連について、学び、考える機会の

提供に取り組みます。 

 

 

・ＳＤＧｓに関する出前講座の実 

　施 

・イベントや講演会における普及、 

啓発活動の実施 

 【エシカル消費に関する啓発】 

 

地域の活性化や雇用等も含む人や社会・環境

に配慮した消費行動の意識が育まれ、一人一人

が持続可能な社会の形成に参画できるように

なるため、エシカル消費の普及・啓発に取り組

みます。 

 

 

・エシカル消費に関する出前講座 

の実施 

・イベントや講演会における普及、 

啓発活動の実施 

・民間団体と連携し、フェアトレ 

ード商品の販売会の開催 
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基本方針２　消費者教育を推進する担い手の育成と活躍の場の創出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

※市消費生活センターと連携、協力した出前講座等の実施回数を示す。 

 

♦基本施策２－１　教職員の消費者教育に関する知識と理解の向上 

　今後の社会を担うこどもたちが、自ら学び、考え、行動する自立した消費者となる

ことができるよう、教職員には、社会科、家庭科等の授業や日々の学校生活において、

消費者教育の推進役としての役割を担うことが求められています。そのため、研修や

講演会の開催など、教職員の消費者教育に対する理解を深める機会の充実に努めます。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【教職員向けの研修機会の充実と啓発】 

 

消費者教育の趣旨の周知と理解を広げると

ともに、各教科における消費者教育の充実や次

代を担うこどもたちの意識改革へつなげるた

めに、教職員の知識向上に取り組みます。 

 

 

 

 

・教育現場の消費者教育のニーズに 

関するアンケートの実施 

・教職員向けの研修、講演会等の開 

　催 

・若者の消費者トラブルに関する情 

報提供の実施 

・成年年齢引下げに関する啓発の実 

　施 

 

 

 

 
指標

現況 

2022（令和４）年度

目標 

2028（令和 10）年度

 
消費者サポーターの登

録者数（累計）
80 人 120 人

 
消費者サポーターの活

動回数（年間）
― 10 回
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 取組の方向性 具体的な取組

 【教職員と市消費生活センターとの連携】 

 

社会情勢を踏まえた消費者教育を展開する

ため、市消費生活センターによる出前講座にお

いて、直近の消費者トラブル等を共有すること

により、教職員が消費者教育を推進しやすい環

境づくりに努めます。  

 

 

・若者が遭いやすい消費者トラブル 

やその対処法などについての出

前講座の実施 

・ＳＤＧｓと日常の消費生活との関 

連に関する出前講座の実施
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♦基本施策２－２　地域における担い手の発掘・育成 

　消費者被害の未然防止や早期発見には、地域のコミュニティが大きな役割を担って

います。地域コミュニティ活動には、世代や職域の異なる様々な人が参加しており、

参加者同士が消費者問題に関してお互いの知識を持ち寄り、注意喚起をしあうことは、

地域における啓発や意識の向上につながります。消費者教育を継続して推進していく

ために、消費者団体、地域の人材など消費者教育の幅広い担い手の育成に取り組みま

す。 

 

 取組の方向性 具体的な取組業

 【町内会長等に対する研修の実施】（再掲） 

 

地域のリーダーとして活躍している地区会

長及び町内会長等へ啓発することにより、地域

における啓発や消費者意識の向上に取り組み

ます。

 

 

・詐欺、高齢者の被害の実例や対処 

方法、ＳＤＧｓ等についての出前

講座の実施 

・デジタル化等による消費者トラブ 

ル事例の情報提供の実施【新】

 【民生委員等に対する研修の実施】（再掲） 

 

地域の見守り役である民生委員等との連携

により、消費者トラブルにつながるおそれのあ

る高齢者等の傾向を理解し、普段と様子が違う

などのサインに気づいた場合には、市消費生活

センターにつなぎ、高齢者等の被害の早期発見

や泣き寝入りの防止に努めます。

 

 

・詐欺、高齢者等の被害の実例や対 

処方法、ＳＤＧｓ等についての研

修の実施【新】 

・消費者トラブル事例の情報提供の 

実施

 【消費者団体の活動支援】 

 

消費者団体が行う研修等の活動を支援する

とともに、研修や情報提供をすることにより地

域における啓発活動を促進します。また、各団

体の人材確保や会員の高齢化等の課題解決に

向けた支援を行います。 

 

 

 

・消費者団体事業補助金の交付 

・消費者トラブル事例の情報提供の 

実施 

・詐欺、高齢者等の被害の実例や対 

処方法、ＳＤＧｓ等についての研

修の実施
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 取組の方向性 具体的な取組

 【みと消費者市民大学の開講】 

 

消費者教育の新たな担い手として被害の防

止や消費者の自立支援に向けて活動し、消費者

市民社会の形成に参画する市民（消費者サポー

ター）の養成に取り組みます。 

 

 

・みと消費者市民大学の開講 

・みと消費者市民大学院の開講 



39 

♦基本施策２－３　消費者サポーターの活躍の場の創出 

　本市においては、消費者の立場に立ち、地域に密着した消費者活動を推進する人材

の確保・育成を図ることを目的に、2015（平成 27）年度からみと消費者市民大学を開

講しています。2022（令和４）年度末時点で約 80 名の方に消費者サポーターを委嘱

しています。今後は、育成のみに留まらず、消費者サポーターの活動支援、活躍の場

の創出を積極的に行い、消費者被害の未然防止、啓発の更なる強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者サポーターとの連携及び支援】 

 

消費者サポーターが、地域住民の身近な相談

相手となり、市消費生活センターと地域のパイ

プ役として、消費者問題の啓発などの活動に取

り組みやすい環境の整備に努めます。

 

 

・市消費生活センターと連携、協力

した出前講座等の実施【新】 

・福寿のつどいにおける啓発 

・街頭キャンペーンの実施 

・消費者サポーターの活動の支援 

・消費者サポーター制度の周知【新】 




